
 
 

１．件名：高浜発電所３号機蒸気発生器で実施した薬品洗浄によるスケール脆弱化

効果の確認結果等について 

２．日時：令和３年２月１０日 １５時３０分～１６時２０分 

３．場所：原子力規制庁２階会議室（テレビ会議システムを利用） 

４．出席者： 

原子力規制庁 

原子力規制部検査グループ 

実用炉監視部門 髙須統括監視指導官、小野上級原子炉解析専門官、吉田

管理官補佐、反町主任監視指導官、糸川運転検査官、東

原子力規制専門員 

 

関西電力株式会社（以下「関西電力」という。）  

高浜発電所 運営統括長 他６名 

 

５．要旨 

（１）関西電力から、昨年１１月２０日発生した高浜発電所４号機の蒸気発生器（以

下「ＳＧ」という。）伝熱管の損傷の原因である稠密化したスケールを脆弱化

させるための対策として薬品洗浄を検討しているが、その対策の有効性を確認

するため、スケールの性状が同様である高浜発電所３号機において実施したＳ

Ｇ器内の薬品洗浄の結果について、提供資料により説明があった。 

併せて本年２月５日に実施した第１５回原子力施設等における事故トラブ

ル事象への対応に関する公開会合で質問のあった「スケールの接触状態の違

いによる減肉の進展性」について、同提供資料により説明があった。主な説明

は、以下のとおり。 

 高浜発電所３号機において薬品洗浄を実施した後、ＳＧ器内からスケー

ルを採取し、断面ミクロ観察を実施したところ、採取したスケールの稠

密層厚さは０．１ｍｍ未満であり、伝熱管と摩耗試験を実施した結果、

当該スケールが欠損又は摩滅することを確認した。 

 上述の結果から、薬品洗浄は稠密化したスケールの脆弱化に有効である

と判断し、今後の高浜発電所３，４号機のＳＧの保全として、毎定期検

査時にＳＧ器内のスケールを回収し、当該スケールの稠密層厚さの確認

及び摩滅試験を行うとともに、稠密層厚さ０．１ｍｍ又は摩耗体積比０．

１を超えた場合は、薬品洗浄を実施する。 

 「スケールの接触状態の違いによる減肉の進展性」について、スケール

の支持状態、押し付け力でＳＧ伝熱管との接触状態を３ケース検討し、

最も厳しい評価となる「ＳＧ伝熱管からの押し返しに耐えると仮定し、

スケールが当該伝熱管方向に倒れ続けるケース」において、評価の結果、

１サイクルでは伝熱管は貫通せず、強度・耐震上も問題ないことを確認

した。 

 

 



（２）原子力規制庁より、スケールの確認条件（スケールのサンプル数、回収場所

等の条件）等を含め改めて公開会合の場で関西電力よる高浜発電所３号機ＳＧ

器内の薬品洗浄の結果等について説明を受けた上で、意見交換を実施すること

を伝え、関西電力は了解した旨回答があった。 

 

６．面談資料 

資料１：高浜発電所４号機蒸気発生器伝熱管の損傷について（実機によるス

ケール脆弱化効果の確認結果のご報告および２月５日公開会合で

のご質問回答） 

 


